
個人情報保護委員会（第 349回）議事概要 

 

１ 日 時：令和８年１月 28日（水）13:00～ 

２ 場 所：個人情報保護委員会 委員会室 

３ 出席者：手塚委員長、大島委員、浅井委員、清水委員、藤本委員、 

梶田委員、髙村委員、小笠原委員、宍戸委員 

佐脇事務局長、西中事務局次長、小川審議官、稲垣審議官、 

戸梶総務課長、香月参事官、日置参事官、山口参事官、 

片岡参事官、澤田参事官 

４ 議事の概要 

（１）議題１：特定個人情報保護評価指針の３年ごとの再検討について 

事務局から、資料に基づき説明を行った。 

清水委員から「今回の見直しの方向性について、賛成する。その上で４点

意見を申し上げる。 

１点目は、対応方針に記載のとおり、今回の対象は地方公共団体となって

いるが、リスクベースアプローチに基づく記載の重点化は、中央府省等の行

政機関にも効果があると思われるため、今後拡大を検討していただきたい。 

２点目は、リスクベースアプローチによる評価書の重点化のため、情報セ

キュリティポリシーの活用を挙げているが、これに限らず、内部統制の制度

なども視野に入れた検討をお願いしたい。 

３点目は、第三者点検の充実について、その方向性には賛成だが、特定個

人情報ファイルをめぐる適正な事務フローの手順を構築するのは、あくま

で地方公共団体の責任であり、外部に丸投げということにならないよう、評

価者である地方公共団体の主体性を損なわない形としていただきたい。ま

た、特定個人情報の適正な取扱いに対する市民の不安が、完全には払拭され

ない中、市民の参加は依然として重要であり、意見聴取手続を省略したとし

ても、保護評価に対する市民の参加が担保されるように検討いただきたい。 

４点目は、事例を含めた資料の整理・充実は重要であり、是非取り組んで

いただきたい。さらに、評価書や漏えい等報告に関するモニタリングを通じ

て、資料の充実や制度の改善を継続的に行っていただきたい」旨の発言があ

った。 

これに対し、片岡参事官から「今後、本日示した方向性により具体的な検

討を行う中で、清水委員から御示唆いただいた点も踏まえて、取り進めてい

きたい」旨の発言があった。 

原案のとおり、決定することとなった。 

 

（２）議題２：個人情報保護法サイバーセキュリティ連絡会の共同周知啓発資

料について 



事務局から、資料に基づき報告を行った。 

藤本委員から「不正アクセスを完全に防ぐことは、難しくなっているが、

万が一事故が発生しても、対応するための準備をしておくことにより、更な

る被害を防ぐことにつながると思う。その意味で、共同周知啓発資料の内容

は、時宜を得たものであり、実際に発生している個人情報漏えい等のデータ

を踏まえたものになっていることから、有益だと考える。用語の解説を始め、

参考情報などが丁寧に説明されている点も良いと思う。できるだけ幅広く、

様々な立場の方に読んでもらい、実践への展開が進むと良いと考える」旨の

発言があった。 

清水委員から「官民を網羅した形で、有益な資料を取りまとめていただき、

感謝申し上げる。今後の予定として、認定個人情報保護団体や対象事業者向

けの周知啓発活動が予定されているとのことだが、普及啓発のために、より

多くの関係者へ共有してもらいたい。一般企業、行政機関等の潜在的なユー

ザーのみならず、フォレンジック調査を行う調査会社等にも活用してもら

えるよう、当委員会及び個人情報保護法サイバーセキュリティ連絡会の構

成機関のホームページへの掲載以外にも、周知に努めていただきたい」旨の

発言があった。 

 

以上 


